
「令和５年度 元気な淡路っ子応援事業補助金」募集案内 

 

市内で、子ども食堂を開設または運営する団体へ、必要となる経費の一部を、補助します。

※令和５年度に補助金の交付を受ける場合は、当年度中の申請が必要です。 

＜補助対象団体＞ 

① 開設費 

『兵庫県「子ども食堂」応援プロジェクト～貧困の子どもたちに温かいごはんを～』の補

助金交付決定の通知を受けた団体 

② 運営費 

現に市内で子ども食堂を運営している団体 

＜補助対象経費＞ 

①  開設費 

 「子ども食堂」開設に必要な需用費及び備品購入費等 

 調理器具（炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫、鍋等）、家具（テーブル、イス等）、食器（皿、コ

ップ、箸、スプーン等）、感染症対策費（体温計、アクリル板等）、飲食店営業の許可手数料及

び食品衛生責任者講習会の受講費用、その他「子ども食堂」の立ち上げ経費として県が必要と

認めたもの 

② 運営費 

 「子ども食堂」運営費必要な費用等 

 消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、賃借料、燃料費、水道光熱費、保険

料、その他市長が必要と認める経費 

＜補助金額＞  

①開設費：開設に対する経費から県の補助金及び寄附金その他の収入を差し引いた額   

（上限 10万円） 

②運営費：月額 4,000円×事業実施月数（上限 4万 8,000円） 

※「補助対象経費の総額から、寄附金その他の収入を控除して得た額」または「1か月当た

り 4000 円に年間の子ども食堂実施月数を乗じて得た額」のいずれか少ない方の額を補

助します。 

＜交付申請受付期間＞ 

令和５年 4月 1日～令和６年 2月 28日 

補助対象期間：令和５年 4月 1日～令和６年 3 月 31日 

 ※申請件数が本市の予算額に達した時点で受付を終了します。 

裏面へ 

 



 

＜補助金申請から補助金交付までの流れ＞ 

① 開設費 

（1） 補助金の申請（令和６年 2月 28日までにご提出ください。） 

（2） 審査 

（3） 決定通知 

（4） 請求書の提出 

（5） 補助金の交付 

※開設費は、1団体につき 1回限りです。 

② 運営費 

（1）  補助金の申請（令和６年 2月 28日までにご提出ください。） 

（2）  審査 

（3）  決定通知 

（4）  実績報告書の提出 

（5） 請求書の提出 

（6）  補助金の交付（令和６年 5月末までにお振り込み予定です。） 

※運営費は、年度毎に申請が必要です。 

 

＜交付申請に必要な書類＞ 

① 開設費 

・元気な淡路っ子応援事業（開設）補助金交付申請書（様式第 1号） 

・兵庫県「子ども食堂」応援プロジェクト補助金交付決定通知書の写し 

・兵庫県「子ども食堂」応援プロジェクト精算書の写し 

・兵庫県「子ども食堂」応援プロジェクト補助対象経費支出済額内訳書の写し 

・兵庫県「子ども食堂」応援プロジェクト実績報告書の写し 

・領収書及び納品書の写し 

・兵庫県「子ども食堂」応援プロジェクト補助金額確定通知書の写し 

（当初の交付決定額から変更があった場合に限る。） 

 

② 運営費 

・元気な淡路っ子応援事業（運営）補助金交付申請書（様式第 2号） 

・申請団体の概要及び事業実施に係る計画が分かるもの 

・事業の実施に係る収支の内訳が分かるもの 

 

 

 


